
つるおかＳＤＧｓ推進パートナー制度実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、ＳＤＧｓの推進に取り組む企業、団体、教

育機関、研究機関、特定非営利活動法人（以下「企業・団体等」という。）を「つるおか

ＳＤＧｓ推進パートナー」（以下「推進パートナー」という。）として登録するために、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（内容） 

第２条 鶴岡市（以下「市」という。）及び推進パートナーは、次の各号の活動を行う。 

(1) ＳＤＧｓの目標達成に資する活動を通じ、共にＳＤＧｓを推進する。 

(2) 市ホームページに、推進パートナー名と宣言内容・活動内容等を掲載し、活動促進を

図る。 

(3) 市は、推進パートナーに、「つるおかＳＤＧｓ推進パートナー登録証」（様式第１号）

（以下「登録証」という。）を交付する。 

 

（要件） 

第３条 推進パートナーへの登録については、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 市内に事業所等を有する企業・団体等であること 

(2) ＳＤＧｓの達成に向けた取組を実施している、または取り組む意欲があり、目指して

いるＳＤＧｓのゴールが明確であること。 

 

（申請） 

第４条 推進パートナーとして登録を希望する企業・団体等は、「つるおかＳＤＧｓ推進パ

ートナー申込書」（様式第２号）（以下「申込書」という。）及び「つるおかＳＤＧｓ推進

パートナー宣言書」（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

２ 登録にあたり、市は必要に応じ企業・団体等に説明又は追加書類の提出を求めることが

できる。 

 

（登録の変更） 

第５条 登録内容に変更が生じた場合は、新たに申込書を市長へ提出し、登録情報の変更を

行うことができる。 

 

（登録証の交付） 

第６条 市長は第４条第１項の規定により申込書の提出を受けた場合は、第３条に規定す

る要件に適合することを確認し、登録証を交付することとする。 



（登録期間） 

第７条 推進パートナーの登録期間は、登録証の記載日から当該年度の末日までとする。た

だし、推進パートナーから登録取消しの申し出がない場合は、さらに１年間延長するもの

とし、以後においても同様とする。 

 

（登録の取消し） 

第８条 登録を取り消す場合、「つるおかＳＤＧｓ推進パートナー登録取消届」（様式第４号）

を市長へ提出するものとする。 

 

（禁止事項） 

第９条 次の事項に該当する場合は、登録しない又は登録を取り消すことができる。 

(1) 推進パートナーとしてのイメージを損なう又は正しい理解の妨げとなる活動 

(2) 特定の政治・思想・宗教等の啓発を目的とした活動 

(3) 法令や公序良俗に反する活動 

(4) 「鶴岡市暴力団排除条例」に反する活動 

(5) 実質的に活動が停止し、今後も活動が見込めない 

(6) その他、適当でないと市長が認めるもの 

 

（本制度の所管） 

第１０条 本制度に関する事務は鶴岡市企画部政策企画課が所管する。 

 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、本制度に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和３年９月３０日から施行する。 

 

  



様式第１号（第２条、第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つるおかＳＤＧｓ推進パートナー」登録証 

 

       様 

 

貴団体をＳＤＧｓの推進に向けて、鶴岡市とともに取り組む「つるおかＳＤＧ

ｓ推進パートナー」として登録します。 

 

 年  月  日 

 

 鶴岡市長        印 

 

  



様式第２号（第４条、第５条、第６条関係） 

 

年  月  日  

「つるおかＳＤＧｓ推進パートナー」申込書 

 

鶴岡市長   様 

 

企業・団体等名 ：                            

代表者氏名 ：            

所在地  ：            

ＴＥＬ  ：            ＦＡＸ：               

業種   ：                 

ホームページアドレス：                         

企業・団体等の概要：                            

 

 

設立：    年  月     構成員数：        

 

１ 取り組んでいる（取り組みたい）ＳＤＧｓ17のゴール 

 該当するゴールに レ を記入（複数回答可） 

 

      

      

      

      

     

 

      

 

  



２ ＳＤＧｓの推進に向けた具体的な取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

３ つるおかＳＤＧｓ推進パートナーとして、ＳＤＧｓの推進に向けた今後の取組意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

私（企業・団体等）は、以下のことを了承します。 同意の上□にチェックをしてくださ

い。 

□ 上記登録内容をＨＰ等での公表または鶴岡市のＳＤＧｓ推進に係る関連事業等で活

用することを了承します。 

□ つるおかＳＤＧｓ推進パートナー制度実施要領第９条関係の禁止事項には該当して

いないことを誓います。 

第９条（禁止事項） 

(1) 推進パートナーとしてのイメージを損なう又は正しい理解の妨げとなる活動 

(2) 特定の政治・思想・宗教等の啓発を目的とした活動 

(3) 法令や公序良俗に反する活動 

(4) 「鶴岡市暴力団排除条例」に反する活動 

(5) 実質的に活動が停止し、今後も活動が見込めない 

  



様式第３号（第４条関係） 

 

年  月  日  

「つるおかＳＤＧｓ推進パートナー」宣言書 

住 所 

宣言者 企業・団体等名及び代表者氏名 

 

私たちは、ＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓの推進に向けた取組を下記のとおり宣言し

ます。 

 

１ ＳＤＧｓの推進に向けた取組概要 

 

 

 

 

２ 取り組んでいる（取り組みたい）ＳＤＧｓ17のゴール・目標 

 （該当するゴールに レ を記入してください。（複数回答可）） 

 

 

     

      

      

      

      

      

 

 

  



様式第４号（第８条関係） 

 

                     年  月  日  

「つるおかＳＤＧｓ推進パートナー」登録取消届 

 

鶴岡市長   様 

 

 

年 月 日付けで、登録を取消したいので、つるおかＳＤＧｓ推進パートナー制度実施要領

第８条の規定に基づき届け出ます。 

 

 

企業・団体等名                       

代表者氏名                      

所在地                         

 

理由                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


